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●ＮＨＫ熊本放送会館跡地購入の協議について
本跡地は熊本城の旧城域内に位置する歴史的・文化的価値の高い重要な地区であることから、百年先の復元整備の形

を見据えながら、同跡地の将来的な利活用策を検討してもらいたい。
多額の財政支出を伴う跡地の購入検討にあたっては、今後の本市財政状況を勘案した議論が必要であることから、購

入ありきではなく、跡地の利活用方針等について随時議会へ報告を行う等、慎重な検討を求めたい。

教
育
市
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●熊本市立城南図書館及び児童館の指定管理
について
アンケート調査等を行い、利用者の意見・要望の把握に努

め、ニーズに即したサービスが提供できるよう指定管理者に
対し積極的に働きかけてもらいたい。

厚

生

●母子・父子福祉センター廃止について
本センター廃止に伴い、現在の支援事業の継続について不安

視する声もあることから、実施場所等の具体的な内容を明示す
る等、利用者に十分な説明を行った上で、廃止条例案を提案す
べきではなかったか。

●少子化対策推進事業について
企業や団体における結婚支援を行う本事業の効果を高

めるため、農業団体等地域で結婚支援の活動を積極的に
行っている団体を掘り起こし、各団体間の連携を図りな
がら事業を推進してもらいたい。
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●不法投棄監視業務について
不法投棄が跡を絶たない現状に鑑み、市民からの情

報の受付窓口や罰則規定について、市政だより等を十
分に活用し周知徹底を図り、不法投棄の根絶に努めて
もらいたい。

●熊本市森林学習館について
熊本市森林学習館については、施設の老朽化が

懸念されているが、指定管理者と連携し施設機能
の充実を図る等、利用者増に向けた取り組みを求
めたい。

経
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●被災小規模事業者持続化支援経費
復興基金を活用した本制度は、小規模事業者の喫緊

課題である人手不足の解消を図るものであるが、人手
不足の根本的な解決に向け、その原因を検証してもら
いたい。

●熊本市競輪事業会計補正予算
競輪事業検討会における早期の縮小再開とする検討結果

については理解するが、事業再開に向けては検討会で聴取
した関係団体等の意見が可能な限り反映されるよう、努力
してもらいたい。
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●被災者提供用市営住宅空家修繕経費について
市営住宅の入居希望者には高齢者等も多いことから、

入居者が安心して快適に生活できる住まいが提供できる
よう、入居者のニーズに即した改修を求めたい。また、
住宅戸数の確保にも万全を期してもらいたい。

●ＳＮＳを活用した災害等情報発信
事業について
災害情報だけでなく、関係局と連携し行政

情報全般にわたった情報の発信に努めてもら
いたい。

●大規模盛土造成地滑動崩落防止施設の設置について
当該施設を設置した土地に設ける標識は、施設の損傷・損壊等を

防ぐため、設置目的や禁止事項・罰則規定、問い合わせ先等必要な
事項を明記し、住民や工事関係者等に対しわかりやすい表示を求め
たい。

※調査特別委員長の中間報告〔要約〕における①②については、直ちに、市長及び北口議員が役職に就任している団体に対し、役職の解職を要請
しました。
また、③についても、業務及び会計状況の検査の実施を各々の監督官庁に要請する意見書を提出しました。なお、本意見書につきましては、４
ページの「可決された意見書（発議第20号及び発議第21号）」をご覧ください。

北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の中間報告〔要約〕

これまで12回にわたり調査・審議を行ったが、今回は、不当要求行
為等防止対策会議より報告のあった27事案の調査について中間報告
する。

まず、局毎に関係事案の詳細説明を受け、それに対する調査を行っ
てきたが、全般を通じて北口議員の要求行為は、政治倫理審査会から
の指摘のとおり、多数の役職を兼任していることでの影響力を背景に、
執行部に対し恣意的で高圧的な言動が常態化していたことを改めて確
認した。

また、調査過程において、熊本市漁業協同組合への業務委託及び補
助金交付に関し、契約方法や委託先について、適切とは言い切れない
部分が見受けられたことから、詳細な事業内容の確認が必要となり、
本特別委員会において、議長に対し個別外部監査の実施要請を決定し、
平成29年11月７日に外部監査人より監査結果の報告がなされたとこ
ろである。

外部監査報告では、同組合の代表理事を務める北口議員の働きかけ
に、市担当者が迎合して事務事業を実施した結果、予算措置や事業決
定における審査及び業務実績の確認が不十分となり、各業務委託及び
補助事業について不適正であるとの指摘がなされた。

さらに、北口議員の行為は、議員としての立場・権限の逸脱濫用で

あり、議員の兼業禁止規定に抵触していた疑いが強いとも述べられて
いる。

この間、北口議員においては、本特別委員会より要求した資料提供
に対して、非協力的であり、かつ、平成29年11月24日の本特別委員
会における意見聴取では、不誠実な回答に終始し、自身の責任を認め
ることなく、全く反省が感じられないものであった。

以上の調査を経て、本特別委員会において、
１、市長に対し市長が任命している役職の解職を要請する（→①）
１、北口議員が役職に就任している団体に対し、役職の解職を要請す

る（→②）
１、熊本市漁業協同組合及び熊本県内水面漁業協同組合連合会の業務

及び会計状況の検査の実施を各々の監督官庁に要請する意見書を提
出する（→③）

１、北口議員に対する議員辞職勧告の決議を議会運営委員会に要請する
なお、速やかに辞職しない場合は、本特別委員会において、兼業禁
止行為に関する調査を行う

以上のとおり、決定したものである。
今後は、二度とこのような事態を生じさせることのないよう、議会

と執行部の透明で適切な関係構築に向け、調査を継続していく。

３度目の議員辞職勧告決議案を全会一致で可決

本市議会は、これまでの北口議員による不当要求行為を受け、平成
27年と平成28年の第４回定例会において、２度にわたり、それぞれ
全会一致をもって議員辞職勧告決議を可決したところでありますが、
これを無視し続け、今日に至ってもなお、議員の職にあり続けている
ことは、遺憾の極みであり、断じて容認できるものではありません。

よって、直ちに議員の職を辞するよう、北口議員に対する３度目の

辞職勧告決議案を提出し、全会一致で可決しました。
なお、本辞職勧告決議をもって、北口議員が直ちに辞職しない場合、

調査特別委員会において、議会の決定により失職に至る、議員の兼業
禁止行為に関する調査を行い、その責任を徹底的に追及していく所存
であります。


